
   ○長生村企業立地条例施行規則 

                         平成２７年６月１８日 

                             規則第１３号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、長生村企業立地条例（平成２７年長生村条例第２３号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （奨励措置対象事業者の要件） 

第２条 条例第３条の規定による奨励措置の対象となる事業者は、次の各号の

いずれかに掲げる事業の用に供する事業所で、条例別表第１及び別表第２の

要件を満たすものとする。 

 ⑴ 製造業（日本標準産業分類（平成２５年総務省告示第４０５号）の大分

類Ｅに分類される事業をいう。） 

 ⑵ ソフトウェア業（日本標準産業分類小分類番号３９１に分類される事業

をいう。） 

 ⑶ 情報処理・提供サービス業（日本標準産業分類小分類番号３９２に分類

される事業をいう。） 

 ⑷ その他特に村長が認めるもの。 

 （奨励措置の指定申請） 

第３条 条例第４条第１項の規定により奨励措置の指定を受けようとする者

は、事業所の操業開始の日から起算して３０日以内に奨励措置指定申請書

（別記第１号様式）を村長に提出しなければならない。 

２ 条例第４条第２項の規定により指定を受けた事業者が、事業所の操業開始

の日から起算して３年を経過する日までに新たに固定資産（奨励措置指定申

請書の事業計画書に記載があった場合に限る。）を取得したときは、当該固

定資産を指定施設に追加することができる。ただし、当該固定資産の追加

が、条例第３条第１項第１号に規定する企業立地奨励金の交付の対象となる

場合は、この限りでない。 

３ 前項の規定により、新たに取得した固定資産を指定施設に追加しようとす 

るときは、奨励措置指定施設（固定資産追加分）申請書（第１号様式の２）

を村長に提出しなければならない。 

 （奨励措置の指定決定） 

第４条 村長は、前条第１項又は第３項の規定による申請を受理したときは、

その内容を審査し、その指定の可否を決定し、同条第１項の申請にあっては

奨励措置指定決定（却下）通知書（第２号様式）を、同条第３項の申請にあ



っては奨励措置指定施設（固定資産追加分）決定（却下）通知書（第２号様

式の２）を当該申請をした者に通知するものとする。 

 （指定施設の変更届出） 

第５条 指定事業者が条例第６条に規定する期間内において、指定施設の固定

資産をこれに替わる固定資産として新たに取得した場合は、速やかに奨励措

置指定施設変更届出書（第３号様式）を村長に届け出るものとする。 

２ 前項の規定による届出に係る固定資産は、条例第４条第２項の指定施設と

みなす。 

 （奨励金の交付申請等） 

第６条 条例第５条第１項の規定により奨励金の交付を受けようとする指定事

業者は、次に定めるところにより村長に申請するものとする。 

 ⑴ 企業立地奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、当該年度の指定

施設に係る固定資産税を完納後速やかに、企業立地奨励金交付申請書（第

４号様式）を村長に提出するものとする。 

 ⑵ 雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定事業者は、事業所の操業開

始日から起算して１年を経過したときは、速やかに雇用促進奨励金交付申

請書（第４号様式の２）を村長に提出するものとする。 

２ 村長は、条例第５条第２項の規定により奨励金の交付を決定したときは、

企業立地奨励金交付決定通知書（第５号様式）又は雇用促進奨励金交付決定

通知書（第５号様式の２）を当該交付決定に係る者に通知するものとする。 

３ 前項の規定により交付決定の通知を受けた者が、奨励金の交付を受けよう

とするときは、企業立地奨励金交付請求書（第６号様式）又は雇用促進奨励

金交付請求書（第６号様式の２）を村長に提出しなければならない。 

４ 村長は、前項の規定による交付請求があったときは、その年の年度末まで

に奨励金を交付するものとする。ただし、企業立地奨励金の額に１万円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。 

 （地位の承継申請等） 

第７条 条例第７条の規定により指定事業者の地位を承継しようとする事業者

は、地位承継承認申請書（第７号様式）を村長に提出するものとする。 

２ 村長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審

査し、適当と認めたときは、地位承継承認通知書（第８号様式）を当該申請

書に係る者に通知するものとする。 

 （内容変更による届出） 

第８条 指定事業者は、条例第８条第１号に規定する内容変更が生じた場合 



は、速やかに内容変更届出書（第９号様式）を村長に提出するものとする。ま

た、同条第２号の規定により当該事業が休止し、又は廃止された場合は、事

業休止・廃止届出書（第１０号様式）を村長に提出するものとする。 

 （指定取消し及び奨励金の返還等） 

第９条 村長は、条例第９条第１項の規定により指定事業者又は指定施設の指

定を取り消したときは、奨励措置指定取消通知書（第１１号様式）を当該指

定取消に係る者に通知するものとする。また、同項の規定により奨励金の交

付を停止したときは、奨励金交付停止通知書（第１２号様式）を当該交付停

止に係る者に通知するものとする。 

２ 村長は、条例第９条第２項の規定により既に交付した奨励金の全部又は一

部の返還を命ずるときは、奨励金返還通知書（第１３号様式）を当該返還に

係る者に通知するものとする。 

３ 指定事業者が条例第６条及び第９条第１項第２号に規定する事項に違反し

た場合は、次に定める算定方法により、奨励金の返還を求めるものとする。

ただし、１万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

操業期間 奨励金返還額の算定方法 

１年以上２年未満 奨励金交付総額に９／１０を乗じた額 

２年以上３年未満 奨励金交付総額に８／１０を乗じた額 

３年以上４年未満 奨励金交付総額に７／１０を乗じた額 

４年以上５年未満 奨励金交付総額に６／１０を乗じた額 

５年以上６年未満 奨励金交付総額に５／１０を乗じた額 

６年以上７年未満 奨励金交付総額に４／１０を乗じた額 

７年以上８年未満 奨励金交付総額に３／１０を乗じた額 

８年以上９年未満 奨励金交付総額に２／１０を乗じた額 

９年以上１０年未満 奨励金交付総額に１／１０を乗じた額 

 （委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （長生村農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則の廃止） 

２ 長生村農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則（平成１ 

８年長生村規則第９号）は、廃止する。 


